
 

2025 年 12 月 1 日 

お客さま各位 

函館商工信用組合 

4 営業店舗における窓口業務 営業時間変更のお知らせ 

 

平素より当組合をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

当組合では、店舗運営の安定化を図るとともに、効率的な運営によるお客さまへのサー

ビスレベル維持のため、2026 年 1 月 5 日（月）より、下記のとおり 4 店舗において窓口

休業時間を設けさせていただきます。 

お客さまにはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い 

申し上げます。 

記 

 

1. 実施日 

2026 年 1 月 5 日（月）より 

 

2. 対象店舗 

湯川支店（ 函館市湯川町 2 丁目 10 番 4 号    TEL：0138-57-0572 ） 

北斗支店（ 北斗市飯生 3 丁目 4 番 1 号       TEL：0138-73-2308 ） 

美原支店（ 函館市美原 3 丁目 25 番 5 号     TEL：0138-46-9121 ） 

富岡支店（ 函館市富岡町 1 丁目 43 番 1 号    TEL：0138-43-1311 ） 

 

3. 変更内容 

 変更前 変更後 

窓口営業時間 平日   9：00～15：00 
【午前営業】   9：00～11：45 

   【午後営業】 12：30～15：00 

窓口休業時間       ― 平日       11：45～12：30 

 

4. その他 

・ATM コーナーの営業時間に変更はございません。 

・緊急の場合は ATM コーナーのインターフォンをご利用ください。 

・また、本店営業部（函館市千歳町 9 番 6 号 TEL：0138-23-2101）については休業 

時間を設けず、現状どおり営業いたします。≪平日 9：00～15：00≫ 

お急ぎの際は、ぜひご利用ください。 

以 上 

平日 

【営業時間のお問い合わせ先】 

函館商工信用組合 総務部 

（TEL：0138-23-2102） 


